
■ 創立記念日に考えたこと 

（「福島民友」大正８年４月１２日より） （「福島新聞」大正８年６月１２日より） （「福島新聞」大正８年８月２９日より） 

連休中は天候にも恵まれ、わが家の庭のハナミズキも白い花を咲かせて今が盛りで

す。ハナミズキは 1912 年、当時の東京市長尾崎行雄が桜の苗木を米国へ贈った返礼

として、米大統領タフトから 1915 年に贈られました。 

「日米親善の架け橋」でもあるハナミズキは、日本各地に広ま 

り、桜の後の５月に白や薄紅の可憐な花を咲かせます。その後は 

葉が大きく茂り、街路樹として日陰を作って強い日差しから私た 

ちを守ってくれます。 

■ 花みづき十あまり咲けりけふも咲く（水原秋櫻子） 
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 ５月７日は本校の創立記念日でした。本校は大正８年に梁川町立実科高等女学校

として開校。積極的に女子中等教育に乗り出した当時の梁川町民の期待を受けて設置

されました。終業年限２年、定員４０名の本科に加え、定員１０名の選科があり、県

立の高等女学校より安価な授業料で中等教育を受けられることが特徴でした。以来９

０有余年、地域社会に有為な人材を多数輩出しつつ、今年度で創立９８年目を迎えてい

ます。本校を取り巻く時代の趨勢には厳しいものがありますが、教職員一人ひとりが日々

の仕事を着実に行いながら、本校の存在意義や使命をあらためて考えていく必要があると

感じています。 



●ふくしまの授業スタンダード 

■ 第２回方部別校長会より 

●児童生徒の自殺予防について 

●連休明けの生徒の様子に注意を！！ 

先日教育センターで行われたアクティブ・

ラーナー教員養成研修会に、本校から三瓶史

絵先生が参加しました。次期学習指導要領改

訂の一丁目一番地であるアクティブ・ラーニ

ングについて、学校現場でも本格的に取組む

必要があります。５月の職員会議 

では、三瓶先生から研修について 

報告していただく予定です。 

●生徒被害の状況について 

 

 

  

 

 

 

   

■アクティブ・ラーナー教員養成研修会 

平成２８年７月、文部科学省は「児童生

徒の自殺予防に係る取組について（通知）」

により、以下の取組を、学校が保護者と連

携した上で、８月下旬から９月上旬におい

て集中的に実施することを周知していま

す。 

□学校における早期発見に向けた取組 

各学校において、長期休業の開始前からアンケート調

査、教育相談等を実施し、悩みを抱える児童生徒の早

期発見に努めること。学校が把握した悩みを抱える児

童生徒や、いじめを受けた又は不登校になっている児

童生徒等については、長期休業期間中においても、全

校（学年）登校日、部活動等の機会を捉えて、又は保

護者への連絡、家庭訪問等により、継続的に様子を確

認すること。 

□保護者に対する家庭における見守りの依頼 

保護者に対して、長期休業期間中の家庭における児童

生徒の見守りについて依頼すること。保護者が把握し

た児童生徒の悩みや変化について、積極的に学校に相

談するよう、学校の相談窓口を周知しておくこと。 

過去４０年間の厚生労働省「人口動態調

査」の結果において、１８歳以下の日別自

殺者数が最も多いのが夏季休業明けの９月

１日、次が４月の入学式直後、その次が５

月の大型連休明けであることから、今後の

指導の在り方について、各校で参考にして

欲しいとのことです。 

連休中の生活の乱れや交友関係が原因で、

長欠に陥ったり、問題行動を起こしたりする

生徒がいることから、生徒の様子を注意深く

観察し、必要があれば指導していきましょ

う。 

 

 

平成２９年４月、義務教育課は「主体的・

対話的で深い学び」の実現を図り、子どもた

ちの資質・能力の育成を目指して、ふくしま

の「授業スタンダード」を作成しました。授

業の導入・展開・終末ごとに教師の働きか

け、子どもの姿、指導技術のポイントが分か

り易く解説されています。小・中学校の先生

方を対象としていますが、高校の教員にも非

常に参考になる内容ですので、ぜひ目を通し

てください。また、チェックシートも先生方

の日々の授業の振り返りに活用できるものに

なっています。 

県北管内では、現金・物品盗難とわいせつ

行為の被害が前年度より増加していることか

ら、貴重品の管理について指導するととも

に、女子生徒の早めの下校や複数での下校な

ど、被害に遭わない指導を徹底するよう指示

がありました。 

 

 

お知らせ 

教職員人事評価に係る期首面談を以

下のとおり実施する予定です。 

教頭面談：５/１５（月）～ 

校長面談：５/２２（月）～ 

※詳細日程は後日配付します。 


